
企業版ふるさと納税の効果検証について 

 

1 制度の概要 

企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)は、国が認定した地域再生計画に位置付けられる地方創生事業に

対して、企業が寄附を行った場合に、法人関係税(法人事業税、法人住民税、法人税)から税額控除する制度で

ある。この制度を活用することで、寄附企業は、損金算入による軽減効果(寄附額の約３割)と合わせて、最大で

寄附額の約 9 割が軽減される。 

また、寄附を受けた地方公共団体は、寄附を財源とした地方創生事業の実施が可能となる。 

ただし、「１回当たりの寄附額が１０万円以上であること」かつ「企業の本社が三郷市外にあること」などが要件

である。 

 

2 本市における企業版ふるさと納税に係る地域再生計画の認定 

国では、地方創生の更なる充実、強化に向け、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から、令和２年度、

企業版ふるさと納税について、税額控除割合の引上げや手続の簡素化等の大幅な制度改正を行った。 

制度を活用するためには、地方創生事業を記載した地域再生計画を策定し、国から認定を受ける必要がある

が、制度改正により個別の事業ごとの認定から、地方版総合戦略の転記・抜粋による包括的な地域再生計画の

認定を受けることが可能となった。 

本市では、三郷市版総合戦略と同一の事業を制度対象事業とした「三郷市まち・ひと・しごと創生推進計画」

を策定し、令和４年３月３１日に国から認定を受けている。 

 

３ 寄附の状況 

 寄附の状況は、下記のとおりである。 

（令和４年度実績） ４件 ４,０００千円 

寄附件数 

金額 

１件 

１,０００千円 

２件 

２,０００千円 

１件 

１,０００千円 

事業名 

 

まちづくりは道づくり事業 地域コミュニティの充実事業 地域コミュニティの充実事業、 

子どもたちの成長を見守る・夢を育む事業 

具体的な 

事業の概要 

南部地域拠点防災 

コミュニティ施設整備事業 

「三郷市南部地域拠点整備

基本計画」（令和２年２月策

定）に基づき、南部地域の

生活の利便性の向上及び

活性化の実現を目指すた

め、防災・コミュニティ施設

の整備 

都市公園等整備事業 

（インクルーシブ公園整備） 

障がいの有無に関わらず全

ての子どもたちが分け隔てな

く、共に遊べるインクルーシブ

公園を整備 

陸上競技場運営管理事業 

（第３種公認取得整備） 

平成３０年６月にオープンした日本陸連第４

種公認の陸上競技場において、令和５年５

月に５年間の公認期間が満了となるため、

第３種として公認更新を行うための必要な

修繕等を実施 

※詳細については、別紙（企業版ふるさと納税寄附実績一覧）参照 

資料４ 



4 事業効果等 

令和４年度は、国から計画認定を受けた初年度であり、４件・４,０００千円の寄附をいただき、これらの寄附を

インクルーシブ公園の整備による全ての子どもたちが分け隔てなく共に遊べる場の提供など、地方創生に寄与

することができた。 

 

5 今後の取組方向 

本制度は、令和６年度までとなっているため、本市のまち・ひと・しごと創生の実現に向け、引き続き、制度の

周知、利用促進と取組みの推進を図る。 





























































































 
























































